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研究成果の概要（和文）：社会福祉協議会は、社会福祉法第109条等に法的根拠をもつ機関でありながら、その
内実は、行政機関ではなく民間団体である。これまで社協の実態について法律学、公共政策学、社会福祉学等の
社会科学分野において研究が積極的に進められてこなかった。我々の研究プロジェクトは、この社会福祉協議会
の法解釈学的、法実務的、そして法政策学的観点からの解明を目指して考究したものであった。

研究成果の概要（英文）：Although the Social Welfare Council is an institution with legal grounds in 
Article 109 of the Social Welfare Act etc, its fact is not a government agency but a private 
organization. Research on social welfare councils has not progressed actively in social science 
fields such as law, public policy studies, social welfare science etc until now. Our research 
project was aimed at elucidating from the viewpoint of legal and political viewpoint of this social 
welfare council.
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１．研究開始当初の背景 

現在「地域福祉」概念が日本型福祉の鍵概念

として注目を集めている中、社会福祉協議会

は、個別の事業者や団体、あるいは個人をつ

なぐ中間組織として、大きな期待を寄せられ

ている。しかしながら、この社会福祉協議会

の法的性格・自治体や他の民間団体との関係

性に関する学問研究は、これまで十分な成果

を挙げられてこなかった。また社会福祉協議

会が「地域福祉」の充実に果たすべき真の役

割を考えた場合、今日の現状においてはいか

なる課題が考えられるか、そういった法実務

的観点からの研究も必ずしも十分とはいい

がたい状況にある。 

 

２．研究の目的 

⑴この社会福祉協議会に関する学問的研究

は、これまでわが国ではあまり行われてこな

かった。そこでこの社協の学問的解明をおこ

なうことが我々の研究目的である。具体的に

は、この社協の法制度としての特色について、

行政法学、自治体法学等実定法研究の観点か

ら、また理論的特色については社会学、法哲

学の観点から、そして実態的特色については

社会福祉論、社会保障法的観点から、それぞ

れ考究し、制度の全体像を学問的に解明する

ことである。 

 

⑵そして、そういった学問的前提作業を踏ま

えたうえで、一定のビジョンと今後に向けた

課題を浮き彫りにし、そして今後の福祉行政

の実際に寄与することを目的とした。 

 

３．研究の方法 

⑴我々の研究チームの構成メンバーは、実定

法学の領域からは、行政法学、社会保障法学、

基礎法学の領域からは法哲学、そして公共政

策学、社会福祉学を専門とする者が結集した

が、まずはそれぞれの専門領域における研究

を各自推進させた（特に橋本・嘉藤はアメリ

カに、井上はフランスに文献・資料収集等調

査研究及び関係者へのヒアリングを実施し

ている）。 

 

⑵そして定期的に外部識者や社協実務家を

参集し研究会を実施し意見・情報交換、政策

アドバイス等を行った。 

 

⑶研究の題材としては、いずれも大都市圏の

神奈川県、東京都及び大阪府などを対象とし

た。 

 

４．研究成果 

⑴我々研究成果は、社会福祉協議会や地域福

祉の現場で実際上の実務に従事する者への

法的ないしはマネジメント上のアドバイス

を行うことができた点である。前述のように、

社会福祉協議会に関する法解釈学的、公共政

策学的および社会福祉学的実態研究は、これ

までほとんど展開されてこなかった。今回

我々の研究チームは、全体で 20 回以上にも

わたる社会福祉の実務家をも交えた研究

会・ヒアリングを開催し、意見・情報交換を

した。全 2回にわたる公開シンポジウム及び

合評会もその一環として実施し社協関係者

との交流をさらに全国的に広げたものであ

った。 

 

⑵また我々は、下記に示す図書を出版したが、

当該図書に対しては全国の社会福祉協議会

に提供しつつ、合評会（2015 年 10 月 24 日

（土））を開催した。外部識者としては、秋

元美世（東洋大学社会学部教授）、交告尚史

（東京大学大学院法学政治学研究科教授）、

栃本一三郎（上智大学総合人間科学部教授）、

またオブザーバーとして青木宏治（元高知大

学教授）および東京都等の社協関係者をお招

きして、書評、意見交換、情報交換、今後の

研究に対するアドバイス、社協実務者へのア

ドバイス等を行った。我々の学問的提言は、



実務関係者から多くの謝意を頂戴した。 
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